
いよいよ施行！

改正電気通信事業法の実務対応
～自社サービスの適用確認と利用者情報保護の具体策～

セミナー番号：512304１１

Ⅰ はじめに
・最近の事例、改正動向、政府の動きなど
・クッキー規制

（1st PartyCookie、3rd PartyCookie、タグ、SDK等のマネジメント）

Ⅱ 個人情報保護法のあらまし
・令和２年改正の経緯等
・クッキーは個人情報なのか？個人関連情報なのか？･･･等

Ⅲ 現行の電気通信事業法
１ はじめに

・電気通信事業法の立法経緯
・電気通信事業法の概要

２ 電気通信事業者
・対象事業者は誰か。

アプリ型サービス、プラットフォーム型サービスの適用関係は？

・「電気通信事業参入マニュアル」の実践的活用方法
３ 通信の秘密

・通信の秘密とは。本人を特定しない通信ログは保護
する必要があるか？

・何ができないのか。
通信ログの使用、セキュリティ目的の利用などはできるか？･･･等

Ⅳ 電気通信事業法の改正
１ 令和４年改正の経緯等
２ 改正電気通信事業法の概要
３ 特定利用者情報の保護（管理体制の構築等）

・対象事業者は誰か。大規模事業者だけの規制か。

・必要な対応は何か。いつまでに何をすべきか。･･･等

４ 外部送信規律
・外部送信規律はクッキー規制なのか。

・対象事業者は誰か。クッキー使ってなければ対象外か。･･･等

Ⅴ 実務上の論点
１ 利用者情報のプライバシー保護はどのラインで求め

られているのか。

２ プライバシーリスクマネジメントはどのように実践
すべきか。

３ プライバシーガバナンスをどのように導入していくか。
４ プライバシーポリシーへの反映はどうするか（ひな

形の検討など）。

(講義時間：約３時間)

――令和２年改正個人情報保護法との関係を意識しながら、電気通事業法における利用者情報保護に関する枠組みの全体像を確認し、

企業に求められる利用者情報保護の具体的な実務対応を、法律、総務省令、ガイドライン、FAQなども頼りに改正の中身を紐解き解説。

◇202３年3月29日（水）13時30分～16時30分に公開収録を行い、その後、収録動画を配信します◇

《視聴方法》 ご視聴可能期間開始までに、Ｅメールにて視聴ＵＲＬと動画・資料等閲覧のパスワードをご連絡いたします（パ

スワードご連絡後は、視聴可能期間内であれば、いつでも、また何回でも繰り返しご視聴いただけます）。

● ご視聴可能期間：202３年4月11日（火）10時～202３年６月12日（月）17時

● お申し込み期限：202３年６月５日（月）17時まで

● 受講料（ １名分）：33,000円（税込）――お申込み１口に対し、１名様の受講に限ります。

※受講制限のお知らせ：法律事務所にご所属されている方の受講はご遠慮いただきたく、あしからずご了承下さい。

※お申込み方法等は、裏面をご覧下さい。

主要講義項目

ご視聴の要領

商事法務ビジネス・ロー・スクール 有料WEBセミナーのご案内

●講師紹介● 今村 敏（いまむら さとし） 弁護士（池田・染谷法律事務所）

2010年京都大学工学部卒業。2013年大阪大学大学院高等司法研究科修了。2016年弁護士登録。2016年〜2017年

大阪大学知的財産センター勤務。2017年〜2020年総務省総合通信基盤局勤務。2021年池田・染谷法律事務所入

所。2021年総務省「郵便局データの活用とプライバシー保護の在り方に関する検討会 データの取扱いWG」構

成員。著書等『オンラインビジネスにおける個人情報&データ活用の法律実務』（共編著、ぎょうせい）、

『デジタルプラットフォームの法律問題と実務』（共編著、青林書院）など。



■本セミナーは、収録動画を配信してご視聴いただきます。必ずお申込前に、弊社ＨＰの各セミナー案内画面（下記ＱＲコードよ

りアクセスできます）上の「ＷＥＢセミナーの推奨環境・受講方法」、「ＷＥＢ配信ご利用の注意事項」をご覧のうえ、「サン

プル動画」にて視聴可能であることをご確認ください。

■受講のお申込みは、下記ＱＲコードのご案内画面からＷＥＢ上にてお申し込みいただくか、下記申込書に必要事項をご記入のう

えＦＡＸ・郵便にてご送付ください。お申込みの受付後、請求書・振込用紙を郵送いたします。

■受講料は、ご送付する請求書に従って、お振込み下さい。特にお申出のない限り、郵便局または銀行の受領証をもって領収証に

かえさせていただきます。なお、「振込手数料」等は、ご負担くださいますようお願いいたします。

■視聴ＵＲＬ・パスワードのご案内後や、講義資料等を別途郵送する旨をご案内しているセミナーについての講義資料等発送後は、

キャンセルは一切お受けできません。ご送付する請求書に従ってお振込みください。

■ご記入の個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」(https://www.shojihomu.co.jp/p005)に従って適切に取り扱います。

■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーの受講をお断りいたします。

■講義内容等または主催者の都合により、受講資格を制限させていただき、受講のお申込みをお受けできない場合がございます。

■新型コロナウイルス、インフルエンザ等の市中感染状況や感染症蔓延防止のための政府方針、また天変地異の発生等の諸事情に

よりセミナーの開催・配信を中止・延期する場合がございます。

■申込先 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－６－２（日本橋フロント３階）

株式会社商事法務ビジネス・ロー・スクール（ＵＲＬ: https://www.shojihomu.co.jp/）

電話：03（6262）6761（ダイヤルイン） Ｅメール: law-school@shojihomu.co.jp

お申込要領・ご注意事項

〈有料WEBセミナー〉受講申込書
株式会社 商事法務 行 申込日:西暦2023年 月 日

FAX . 03-6262-6802

●お申込欄中、※印の部分は必須でご記入願います。

講座名：『いよいよ施行！ 改正電気通信事業法の実務対応』（受講料：33,000円（税込）１名分)

◆電気通信事業法は、ITサービスの広がりに伴い、いわゆるプロバイダや通信会社以外にも広範なサービスに適用されうる法律です。

2023年６月に改正電気通信事業法が施行される予定ですが、改正法は適用企業各社のプライバシーポリシーの規定や安全管理措

置等の体制に影響を及ぼすのみならず、企業としてのプライバシーガバナンスのあり方にも踏み込むものであり、プライバシー保護

強化の世界的な潮流を取り入れるものです。

◆日本法における「個人情報」に該当する・しないに限らず、端末情報を含む利用者情報の保護に関する議論については、世界的には特に

広告マーケット等を中心に利用者保護を強化する方向で動いており、日本も世界的な潮流に乗って強化の方向で何らかの規制が今後も

検討・導入されることは必須といえます。今回の電気通信事業法の改正もその１つとして位置づけられるものといえるでしょう。

◆本セミナーでは、利用者情報の保護の理解の土台として令和２年改正個人情報保護法との関係を意識しながら、電気通信事業法に

おける利用者情報保護に関する枠組みの全体像を確認し、その上で、改正により広がった、企業に求められる利用者情報保護の具

体的な実務対応を、法律のみならず、総務省令、ガイドライン、FAQなども頼りに改正の中身を紐解き解説します。今後、規制内容の

みならず、考え方・背景から解説しますので、ますます進展すると考えられるプライバシー保護強化について、応用の利く知識を身に

つけていただく機会としてご活用ください。

◆本セミナーは、総務省において電気通信事業法における利用者情報保護に係る政策・立案・解釈等を担当し、今回の改正に関しても

知見の深い今村敏弁護士を講師にお迎えして、政府における議論の到達点とそれを踏まえた解釈・対応方針などを示しながら解説

していただきます。

※本講座は収録時に公開収録（202３年3月２９日（水）１３時３０分～１6時30分）を実施する予定です。詳細はホームページをご確認ください。

※法律事務所に所属されている方の受講はご遠慮いただきたく、あしからずご了承下さい。

切り取らないでください

講座開設の趣旨

本セミナーの
ＱＲコード →

※
社

名
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所

（〒 － ）

※部署名：

業 種： ※TEL. － －

※受 講 者 名 ※受講者のＥメールアドレス
社歴等(端数切上) 今後のご

案内の要
否（注）入 社 後 実務経験

約 年 約 年
郵送希望

Eﾒｰﾙ希望

(注)本｢受講申込書｣ご記入の連絡先に、今後のセミナー案内等をすることを希望される方は、○で囲んで下さい。↑


